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新潟県における水道料金の格差
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Abstract

Watersupplyisaninfrastrtletureindispensableforpeople'sdaily lire.Asaru1e.

municipillitiesru ntl-ewaterserviceundertheself-support]'ng aeeountingsystem .Waterrate

vill.itsfrom placetoplace.dependingot=hedifferentConditionsfur111anagem entSuchas

naturalenvironmentorgeograplly.

AmongmunicipalitiesinNiigataPretlecture.thehighestwaterrateis3.二4til11CSこIStlighas

tllelowestone.incomparisonor10-Cubic-metet-watCt-ratePerlllOtlthft)t'hotlSehold.Witll
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higt-estaI-dtl-elowestareこIgoesuptOユ1.0times･AlthouglltheJapatleSCCentralgovern111Lllt

hasstlPPOrtedmunicipalitiesrinaneiallywithanaimof､eorreetingthedispar恒′ofwaterI-こItCl

amongthemtJnieipalities.thegapstillremains.

Ontheonehand∴̀T1-eMassAmLllgilmationi一一theI-1eiseiEra‥llこ-～reducedthegap.Onthe

other halld､TleW Problems on the disparity bctlll'eCn districts which are ll三川1ely

ex-mlユnicIPalitiesinamunicIPality,havearisen.

Tl-edisparityof､＼･･atersupplyratethatisessmtialTorresidentstoli､L,ettleirliヽresshotlldbe

aslittleaspossible.ThereforeIthinkbothnationalLlndlocalgovernmclltSneedtotake

llleaSut-eStOreducethegapasmuchaspossible.

キーワー ド--水道料金 格差 公の施設 市町村合併

はじめに

基礎 自治体である市町村は､住民に身近な様々なサ-ビスを提供 して使用料 や手数 料 を徴収

しているが､その使用料 8手数料は住む市町村 ごとに異なり､格差が存在 している｡

住民生活にとって不可欠な生活基盤である水道の料金についても､地域間格差が 存在 してい

る.:

新潟県においては､平成 11年 4月 豆巨‖こ且12あった市町村は～｢平成の市町村合併l)｣によ

り､平成 22年 4月 1日には 30にまで減少 したO

この市町村合併の過程で､合併前町村内での行政サービスの統一化が進められたが､水道料
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金については､合併後 も料金の統一が進 まない ところもあるO

従前から､簡易水道料金については同一市町村内U)格差の問題が存在 したが､この市町村合

併により､上水道2)料金についても同-市町村内の料金格差の問題が顕在化 した｡

料金格差の存在はある程度はやむを得ないに しても､その程度によっては､不合理 ともいえ

る状況になることも考えられるOまた､個 身の使用料 書手数料の格差は小 さな ものであっても､

格差が積み重 なると､住民にとっては､不合理 とも言える格差になる可能性があるO

本稿においては､新潟県内の市町村における水道料金の格差について､現状分析を行 うとと

もに､必要に応 じて全国の格差の状況 も踏まえなが ら､料金格差に伴 う問題点等について考察

す る｡

旦 水道事業の枠組み 音 法制度

(冒 法制度

現行制度上､水道事業 (簡 易水道を除 く)は地方公営企業法 が 適 用 さ れ ､受益者負担の原則

に則った独立採算制を基本に､水道料金を収入の主たる財源 として経 営するものとされている｡

この場合､独立採算 とは､地方財政法あるいは地方公営企業法の用語に従えば､公営企 業 の

経費を当該企業の経営に伴う収入をもってまかな うしくみのことであ る ｡

膵)水道料金の法的根拠

市町村が水道事業者である場合､利用者から水道料金を徴することができる法的根拠につ い

ては､地方 自治法､地方公営企業法､水道法に定められているO

市町村が経営主体の場合､水道事業は地方 自治法の ｢公の施設3)｣であ り､水道料金は地方

白治法 228条 昔項の使用料 として徴収 されることになってお り､金額は条例で定められ ること

になっている4)｡

また､地方公営企業法 21条は､｢地方公共団体は､地方公営企業の給相について料金を徴収

することができ､その料金は公正妥当なものでなければならず､かつ､能率的な経営の下にお

ける適正な原価を基礎 とし､地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなけれ

ばな らない｣ と規定 している｡

-方､事業法である水道法 14条は､水道事業者は料金その他の供給条件について､｢① 料金

が､能率的な経営の下における適正な原価に照 らし公正妥当なものであること ② 料金が､定

率又は定額をもって明確に定められていること ③ 特定の者に対 して不当な差別的取扱いをす

るものでないこと｣ などの要件に適合する供給規程を定めなければな らない と規定 している｡
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(3)水道の種類

水 道 法 巨､水道の種類5)には次のものがある｡

① 永遠用水供給事業 :水道により､水道事業者に対 してその用水を供給する事業をい う O た

だし､水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除くO

② ヒ水道事業 :一般の需要に応 じて､水道により水を供給す る事業で､計画給水人 口が 5,00呈

人以 Lのもの

③ 簡易水道事業 :一般の需要に応 じて､水道により水を供給す る事業で､計画給水人 口が 且01

人以 上5,醐0人以下のもの

④ 専用水道 :寄宿舎､社宅､療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水

道以外の水道であって､次の各号のいずれかに該当す るものをい う｡ただ し､他の水道から

供給を受 ける水のみを水源 とし､かつ､その水道施設の う ち 地中又は地表に施設 されている

部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除 く｡

- 百人 を超 える者にその居住に必要な水 を供給するもの

こ その水道施設の一 日最大給水量 (一 日に給水することができる最大の水量をい う｡以下

同 じo)が政令で定める基準を超えるもの

⑤ 簡易専用永遠 :水道事業の周に供する水道及び専用水道以外の水道であって､水道 事 業 の

用に供す る水道から供給を受ける水のみを水源 とするものをい うOただ し､その欄に供する

施設の規模が政令で定める基準以 Fのものを除く｡

本稿においてほ､上水道及び簡易水道の料金を研究対象 とする｡

担)料金格差の要因

水道事業は市町村によって行われるのが原則 とされ､独立採算制が基本であることから､利

用できる水源の種類などの自然的地理的条件､人 口 ･産業の集積度な どの社会的条件な どの違

いにより料金格差が生じる｡

二 新潟県内の水道料合の状況

(り 県内の凍道普及率の推移

表 iは新潟県内の水道の普及率の推移を示 したものであるが､昭和 那 年度に 83,1パーセン

トであった普及率が､平成 浅9年度には 98.8パ-セン トの普及率6)となってお り､県民生活に

必要不可欠なライフラインとして極めて威要な役割を担っている｡
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表 1. 新 潟 県内の水道の普及率の推移 (単位 :人､%)

昭和47年度 昭和52年度 昭和62年度 平成 10年度 平成 18年度 平成19年度

給水人 口 給水人 目 給水人 口 給水人 口 給水人 目 給水人 口 p

上水違 上675,0(一寸 hS85,9摘 2,116,437 二,ユOOj7(ー 二,l榊了h5 2,181,252

簡易水道 二75,37(ー 267,471 246,996 ヱ17,hhl 181,箆87 i.82,069

車用水道 6,580 5,415 2,717 1,818 十77二 3,587

合 計 上957,0ヱ0 2,158,804 2,366,l50 2,射9,855 2,375,424 2y366,908

頗総人目 2355千人 2427814 2469970 2480720 ユ41051ー 二3叫,47ヱ

〔出典〕『水道統計7)』から聾者作成 ｡

(2)県内の上水道料金の格差の状況

① 市町村間の格差

図 1は､平成 21年 4月 1日現在の新潟県内の市町村の家事用水道料金 玉0立方メ- トル当た

りの 1ケ月料金を比較 したものであるが､最高は南魚沼市の 2,射5円､最低は糸魚川市 (旧糸

魚川市地区)の 745円で 3.2折合の格差が存在 す る 8㌔

図 1. 新潟県内の市町村の水 道 料 金 の 状 況(平成 二1年 4月 1日現在)
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注 目 ( )は､同一市町村内で地区別料金制を採用 している場合の地区名であるo

注 芝) 上越市については､料金経過措置期間の地区を除外 したO

〔出麹〕『水道料金表や)』から筆者作成｡
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② 同一市町村内の他区間格差

図 2は､平成 21年 4月 1巨ヨ現在において､新潟県内の同一市町村内において地区別料金制 を

採用 している 8市について､家事用水道料 金 柑 立方メ- トル当た りの 呈ヶ月料金の同一-市町村

内の最高料金の額 と最低料金の額を比較 したものである明｡

長岡市の最高額 と最低額の格差が､2.02倍 と最 も大きく､以下､村上市 逢.85倍､柏崎市 1.79

いる｡

新潟県内で､家事用水道料 金 10立方メ- トル当た りの 1ケ月料金が最も低い糸魚川市におい

ては､I.69倍の格差がある.:～

図 2. 同一市町村内の地区間格差の状況 (平成 21年 4月 1日現在､単位 :円)
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静養高料金

■最低料金

注) ( )は､同-市 町村内で地区別料金制を採用している場合の地区数である｡

〔出鼎〕『水道料金 表 11)』か ら筆者作成｡

(3)料金格差の推移

表 2は平成 12年度から平成 20年度までの､新潟県内の市町村の水道料金の最高料金 と最低

料 金の推移を示 したものである｡最高料金と最低料金の格差倍率は 3倍台で横ばいの状態が続

い てい るO但 し､表面上の格差は 3倍台の推移 となっているが､｢平成の市町村合併｣により､

県内の市 町 村 数 は ､平成 i2年度の 112から､平成 20年度には 31となってお り､市町村合併の

組み合わせにより､従来高料金であった市町村が合併により､水道料金が下がった り､あるい

は､引き続き高料金のままである市町村があることに留意する必要がある｡
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(4)県内の簡易水道料金格差の状況

『全国簡易水道統針2)』によれば､簡易水遇は､平成 20年 3月 31日現在､新潟県内におい

ては､25市町村の300地区で簡易水道事業が経営されているO

図 3は､平成 20年 3月 3i日現在の新潟県内の簡易水道の家事用 10立方 メ- トル当た りの 1

ケ月料金について､同-市町r村内の最高料金の額と最低料金の額を比較 したものであるが､最

舟lきなり
高は山北町 (現在は柑 上市)の簡易水道 (13他区間-料金)の 3,150円､最低は津南町の秋成
諾一㌢)F＼㍗)
反里 口簡易水道の 150円で 21.0倍の格差があるOまた､同統計によれば､同一市町村内で最 も

格差の大きかったのは津南町で､最高は中央簡易水道等 24簡易水道の 945円､最低は秋成反里

口簡易水道の ま50円で 6.30倍の格差が存在するO

表 2, 新潟県内市町村の水道料金の格差の推移

喜平脚2年郵 平脚3年度 平脚峰度 平脚5年度巨平脚6年郵 剰射7年剰 平成ほ年度平脚 9年度 平成20年度

皇最高 消)日 豊 1 誓 言,'iTor 喜豊 長南魚沼市 .南魚沼市 南魚沼市 南魚沼市 南魚沼侶2却5 … 2,415 2,415 2刺5 2刺5

B糸魚川市 糸魚川市 糸魚伸すf 糸魚川市 糸魚川市E 745 B糸魚川市 萱糸魚川市 糸魚川針 糸魚川市萱 745 ∃ 745 745 745NA｣最低 (円) 745 745 745 745

〔出典〕 『地方公営企業決算統計u)』から筆 者 作 成 ｡

図 3. 新潟県内の簡易水道料 金 の 状 況
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I.i:.水道料全拝呈の今同の状況

『 日 経 グ ロ-カル噂狛 こよれば､全国の水道料金格差の状況は､1ケ月碍家庭用 水 道料金 (冒

径 20mm､20m3当た り)で比較すると､2007年度末時点で､最高は新潟県の新潟 東 港 臨海水

道企業団の 9,387円､最低は山梨県の富士河 ｡湖町の 770円で 12.2倍の格差がある16)0

簡易水道料金 は､ 且 ヶ 月の家庭用水道料金 目コ径 13mm､20rhB当た り)で比較す ると､

最高は青森県の深浦町の 7,815円､最低は徳島県の勝浦町の 250円で 31.3倍の格差がある｡

((1,' ｢平成の市町村合併 lによる水道料金の平準化

〔訂 市町村合併と水道料金

｢平成の市町村合併｣により､新潟県内の市町村数は､平成 11年年 4月 1日に 112あった市

町村は､平成 22年 4月 1日には 3鋸こまで減少 したO

合併にあたっては､合併関係市町村は合併協議会を設置 して､各種行 政サ- ビスや使用料等

を調整することになっている (市町村の合併の特例等に関する法律 3条 1項)が ､合併 した市

町村においては､水道料金を統- した市町村がある一方で､まだ未 統 一 の 市 町村 もあるO

L2) 市町村合併に伴う公共料金の統-状況

衷 3は､新潟県内の市町村合併に伴 う公共料金等の統一状況であるが､水道料金については､

｢今後統一予定だが､方針未定｣が 6団体､｢統一予定な し｣が 1団体 となっていて､国民健康

保険料 (梶)､法人市民税､保育料などと比べて､水道料金の統----が難 しいことを示 しているO

料金の統一が難 しい理由としては､｢早期に統一することが望ま しいが､現在の他の地域の料金

体系に統一す ると一増汚地域の料金が上昇し､ 地 域 内 の 利用者の理解が得 られに くい｣な どの点

があげられている17㌔

表 3. 新潟県内の市町 村 合 併 に 伴 う公 共 料 金 等 の 統 一 状 況

区 分 水 道 下 水 道 国 民 健 康 保 ド法人市民税 保 育 料

①合併前から同じ 0 0 i 3 O

②合併時に統一- 3 6 7 5 7

③合併後に統一 3 ヱ 8 6 9

④今後統一予定で､方針策定済み 4 2 I 2 1

⑤今後統一予定だが､方針未定 6 5 0 1 0

⑥統一予定なし 1 1 0 0 0

〔出典〕『平成 19年度合併市町村実態調査18)』

③市町村合併に伴う水道料金の統一状況

市町村合併にあたってほ､｢市町村合併後の住民サー ビスの公平性を確保す る観点か らも､市
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町村 合併 と併せて速 や か に水 道料 金の統一を行 うことが望ま しい 19)｣ とされているが､合併協

議会の協議を経ても､水 道料金の統一が進まなかった市町村 もあるO

表 射ま､新潟県内の市町村合併に伴 う永遠料金調整の状況を､｢合併時に統一｣､｢合併後に統

一上 ｢今後統一予定上 ｢末 続 --=1 の 4パタ-ンに分類 し､パタ-ンごとの代表的な市町村ごと

の状況を示 したものである｡

新潟市においては合 併 時 に 料 金 を統一 した｡上越市においては､吉川町､板倉町 な ど の 高 料

金 団体 が市町村合併後 も 地 区 別 料 金 制により高料金を適用 していたが､激変緩和措置を講 じた

うえで平成 2豊年 12月検 針 分 か ら上越市全体が同一料金 となったO柏崎市においては､2地区

で別料金制が とられているが､平成 22年 5月に旧柏崎市の料金に統-の予定である｡また､糸

魚川市においては､合併後 も未統-で､旧糸魚川市区域､旧能生町区域､旧青海町地区の 3地

区において地区別料金制に採 られているが､平成 21年 3月策定の 『糸魚川市水道 ビジョン』に

おいでも､｢将来にわた り健全な事業運営を行 うため､料金改定や料金の統一について検討 して

い く必要があ ります20)｣ とされ､料金の統=一時期が示 されていない｡

@ 市町村合併に伴 う高料金団体 ･低料金団体の組み合わせ

新潟県における平成の市町村合併が本格化 したのは平成 16年度以降であるが､平成 15年度

以前U〕4年間の水道料金の商い と位 呈0市町村は表 5､低い下位 柑 市町村は表 6のとお りであ

る｡ この泰からは､ほぼ同 じ市町 村 が上位､下位 を占めていることが分かるO

これ らの 市 町 村 に つ いて､｢平成 の 市 町 村 合併｣により水道料金が どのよ うに変化 したかをみ

ると､以 F の よ う になるO

平成 1 2 年 度から4年間最 も高い吉 川 町 ､ 4 年 間 5位以内の板倉町及び中郷相は､平成 17年 1

月 1日に上越市 と合併 したことに よ り ､ 料 金 が 低 くなったo平成 12年度から4年間､高い方か

ら2位､3位の六 日町 と大和町は､平成 16年 畳ま月 1酎こ合併 して南魚沼市が誕生 し､平成 17

年 10月 lEHこ平成 15年度高い方か ら 2位の塩沢町を編入合併 して新生 ｢南魚沼市｣ となった

が､南魚沼市の水道料金は､平成 21年 4月 1日現在､iヶ月 10立方メー トル当た りの料金が

県 内 で 一 番 高い団体である｡

巻 町は､平成 17年 10月 旦OEj新潟市 との合併によ り､料金が低 くなった｡平成 i2年度から

4年間高い方から9位､10位の越路町､小国町は､平成 17年 4月 量目に長岡市 と合併 したが､

料金は地区別料金制により､現在 も高い料金のままであるO平成 12年度か ら4年間高い方か ら

8位の西山町は､平成 旦7年 5月 1日に柏崎 と合併 したが地区別料金制 によ り､現在 も高い料金

のままであるO

つ ま り ､水道を利用す る 住民か らみれば､｢平成の市町村合併｣の組み合わせにより､依然高

料金の 状態が続いている住 民もいれば､料金が低 くなった住民もいるとい うことである｡
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表 4. 新潟県内の市町村合併に伴う水道 料 金 調 整 の 状 況

市町村名(合併年月) 旧市町 村名 料金綱車の状況H15.S料塵 日 日 = 料金 日工1.4料金 内 容

新潟市(H17.10) 新 潟 市 2,383 2,383 2,383○合併時に料金統一O(ただ し､旧新潟市の条例により纂出 した金額が合併市町村の条例により算出 した金額を超 える場合は､その差額に減免率 (年度によって変動､最終H19年度)を乗 じて計算 した金額を控除 した金額を料金 とするO)

斬 津 市 圭 13O

白 根 市 2,28撃

登 栄 市 3,675

/j､須戸町 1,596

横越町 二,194

亀冊町 三,016

岩室村 3,830

巻町 4,536

西川町 39832

潟東村 2,898

中之日付 2,898

上越市(HIT.1) 上越市 2,541 2,782 3,081○合併前に上越市でH20年7月検針分から平均日.5%の料金改定を行 うとともに､激変緩和措置を講 じた上で全市的に水道料金を統一したo(激変緩和措置 :約21年11月検針分までは､合併前等田町相の条例の規定により算定 した料金 と比較 し安い方を適用)

太潟町 3,呈o島

‥清畏付J"柿崎町 3,1503,706 3,916
頚城村 3,460 3,675
吉川町 4,930 4,305
板倉町 4,725 4,725
三和村 4,032 凍,032

中郷村 4,095 4,095

柏崎市(Hl7.5) 柏を崎市 2,646 ヱ†叫O 2,940○H22年5月に旧柏崎市料金に統一の予定D西山町 5,145 5,145 5,145

糸魚川市(Hi7.3) 糸魚川市 i,638 豆,638 i,638○約26年度に糸魚川､能生の料金統一を行いたい (担当課案)o青海は未定o
能生町 2,738 2ラ730 2,730
青海町 i,533 及,533 1,533

注 1) 旧 晴 里村 は簡易水道｡ 注 2)料金は､ 1ケ月 20m3使用時の料 金 O

〔出典 〕 新 潟 県総務管理部市町村課資料か ら筆者作成｡

表 5. 水道料 金 (上位 10団体､平成 1コ～ 15年度 ､単位 :円/10∩ヾ/､l九月)

平射 搾 度 妻 平射 .輝 度 召 平成14年度 平成1時 度

1吉川町 2,730 瞳 川町 2,730 吉川町 2,730 割 晒 2,730

2六日町 2,625 匝 田町 2,625 六 日町 2,625 大和町 2,625

3大和町 2,625 太和町 2,625 大和町 2,625 板倉町 2,625

4.板倉町 2,625 板倉町 2,625 板倉町 2,625 匝 目町 2,467

5中郷村 2湖 5 瞳 郷村 2湖 5 匝 郵相 2湖 5 匝 郵相 2湖 5

6巻町 2,33丑. 極 町 2,331 蔓巻町 2,331 蔓巻町 2,331

7塩沢町 2誹 0 萱塩沢町 2誹 0 塩沢町 2誹 0 蔓 塩 沢 町 2誹 0

8西山町 2誹 0 極 山町 2,310 瞳 山野 2誹 0 萱 西 山 町 2誹 0

9越路町 2289 越路町 2289 董越路町 2289 董 越 路 町 2, 28 9

10小国町 2,289 小国町 2,289 董小国町 2,28 9 董 小 国 町 2, 28 9

〔出典〕『地方公営企業決算統計2り』から筆者作成 ｡

-27-



新潟県における水道料金の格差 (中村)

表 5. 水道料金 (下位 10団体 ､平成 lコ～15年度､単位 :円 /'IOm 3//､l九月)

平成且2年度 平成13年度 平成14年度 平成 ほ年度

旦糸魚川市 745 糸魚川市 7∠嶺5 糸魚川市 745 糸 魚 川市 745

2燕市 750 燕市 750 青海町 766 青 海 町 7 66

3青海町 766 青海町 766 燕市 787 燕 市 787

4亀 田町 808 亀 田町 808 亀田町 808 亀 田 町 8 0 8

5新井市 924 新井市 924 新井 市 924 新 井 市 9 2 4

6横越町 945 村上市 1,000 村上 覇 ま湖 0 董村 上 市 招 00

蔓 7栄町 976 吉田町 1,008 吉田町 1湖 8 瞳 田 町 1 湖 8

8安田町 976 新津市 1,010 新津市LO川 新 津 車 上 い 川

9付十車1.州い 横越町 1,039 横越町1,039 横 越 町 蓬.,039

〔出典〕『地方公営企業決算統計22)』から筆者作成｡

3 料金格差に伴 う問題点

(り 同一市町村内の地区間格差

①上水道については､｢平成の市町村合併｣以前は､同一市町村内の水道料金は間-料金 が 適

用されているのが一般的であったが､合併により､合併 市町村の旧市町村の地区ごと に 料 金 が

設定 さ れる場合が生 じ､同 じ自治体の住民でも居住す る地区によって､異なる料金 を 適 用 さ れ

るとい う状況が顕在化 した｡

②簡易水道につ いては､従来から同-市町村内の地区ごとに異なる料金を適用 されている場

合があったが､ 市 町村合併により､同一市町村内の簡易水道の数 も増え､より格差が広がった

市町村がある｡

【f/I:.減車'ハL附叫】

平成 16年 3月 1日に､佐渡島内の 10か市町村が合併 して､-良-市の佐渡市が誕生 したO

佐渡市の水道は､市街地を主な給水区域 とする上水道以外は､点在する集 落に効率よく水道を

布設す るため､晋か ら集落ごとに水源 を求めたコンパク トな給水システ ム と して施設整備を行

ってきた｡

図 名目ま､合併後の佐渡市の平成 19年･9月使用分か らの家事用水道料金 柑 立方メー トルあた

りの 1ケ月料金 (簡易水道料金を含む)の地区別の比較を したものであるが､最高 3,580円と

毅低 560円との間には 6.39倍の格差が存在する｡

佐渡市は､平成 28年度を目標に料金統一一を進めてい く予定で､合併か ら 12年かかることに

なるが､料金統一に向かって進んでいる23)O
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図 4. 佐渡市の水道料金の状況
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注)平成 19年 9月使用分からの料金o 〔出典〕『佐渡市水道 ビジ ョン24)』か ら聾者作成｡

(2)市町村間の格差

(D全 国 の 上 水道料金の格差に比べれ ば格差は小 さいが､市町村間格差が長期間是 正 さ れ ず に ､

最 高 料 金 と最 低 料 金の格差は､3倍台の格差が長期間続いている (6責の泰 2参照)O

② 平 成 の 市 町 村 合 併により､高い料金の適用を受けていた住民の料金が平準化 された一方､

合 併 の 組 み 合 わ せ あるいは合併後にお ける地区別料金制により､高料金の適用をされている状

況が長期間続いている住民がいるo

(3)現行の水道料金の格差是正策

国は水道高料金団体に対する財政支援措置 として､一般会計からの水道事業会 計 -の繰 り出

し基準を定め､基準内の繰出額について地方交付税による財政措置を講 じている｡

平成 21年度の場合､末端給水事業の うち､前々年度における有収水量25)1m3当た りの､上水

道にあっては資本費拘172 円/rTi3以上､給水原価27)279円/m3以上､簡易水道にあっては資本費

i57円/mS以上､給水原価 177円/m3以 上の団体で経営健全化のために十分な努力をしていると

認められる事業に対 して財政措置がなされている28㌔ しか し､毎年度この財政支援措置が講 じ

られているが､格差は縮小 していないのが実情であるo
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J 同の考え方

くり 審議会の答 申等

国は､水道料金の格差について､どの経度の格差なら許容されるのかとい う明確な基準を示

していないが､料金格差について､参考になると考えられる ｢生活環境審議会の答準｣及び ｢水

道基本問題検討会報告｣を引用するO

① 昭和 59年3月の生活環境審議会の答申

昭和 59年 3月26日に､厚生大臣 (当時)の諮問機関である生活環境 審 議 会 が ､厚生大臣に

対 して､｢高普及時代を迎えた水道行政の今後の方策について29)｣の答 申 を した.その答申の中

で､料金格差の是正について､｢ほぼすべての国民が水道の給水を受けて い る今 日､同じ給水サ

- ビスの対価である水道料金について､少なくとも家庭用料金がその居住 す る区域によらずほ

ぼ同一の水準であることは､等 しく国民の望むところであり､それぞれの水道事業における高

料金化を抑制 しつつ､事業閣格差の是正を図り､需要者の不公平感の解消に努める必要がある｣

とした｡そ して､料金格差の是正について､｢水道料金の格差は､水道事業の経営条件の差異を

反映 したものであり､水道事業者の努力によってもその是正を図 ることは極めて困難である｣

とした うえで了水道の家庭用料金については他の公共料金並みにおおむね金閣平均の 信男倍以

内であることが望ましいと考えられるが､当面､2倍程度以内に納 めることに配意しつ つ ､ 高

料金水道に対する効率的な補助を行 うこと (下略)｣に十分配慮 した補助制度の運用を行う必要

があると答申している｡

② 平成 11年 6月の水道基本問題検討会報告

平成 M年 6月 24E3の水道基本問題検討会報告｢21世紀における水道及び水道行政のあり方30)｣

においては､｢水道料金 については､生活必需品である生活用水の対価であるとい うことから､

全国的に同一水準とすることが望ましいという考え方 と､水は地域に属する爵重な天然資源であ

り､その資源を使用することの対価である水道料金は地域 ごとに差があるのほ当然であるとする

考え方がある｡従来は､そのバランスを取る方向で､国の補助や地方毎治体の一般会計からの

繰 り入れ等の措置が行われてきてお り､その結果､そのままでは著 しく高料金 となる水道の料

金 が抑 え られているが､それでも現状では､最高と最低で水道事業者間で約 10倍の格差がある｡

いずれ に して も､水道事業はサービスを供給する事業であり､ 資 源 消 費 に 伴 う費用を賄 うとい

う観 点 か らも､受益者負担の原則は維持すべきであろ う｡(中略 ) 同 じ 水 準 の サ ー ビ 利 こ対 して､

大幅な料金格差が生 じた り､逆に高料金 を抑制す るため に ､ 必 要 な 設 備 投 資 が 行 わ れず ､ 供給

機能の低 下を招くことになれば､それは水道の意義 か ら み て も 問 題 で あ り ､ 政 策 的 な 配 慮 が 必

要と言える｣と報告されている｡
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(.､1 料舎格差への対応

厚生省 (現在の厚生労働省)は､｢昭和 59年 3月 の 生活環境審議会の 答 申 ｣や ｢平成 且1 年 6

月の水道基本問題検討会報告｣を受けて､水道行政 を進めてきたが､昭和 59年 3月の答申か ら

約 25年経過 した現在においても､料金格差は依然 として解消 されていないO

従来､簡易水道料金については､同一市町村内の地区間格差は存在 したものの､同一市町村

内の格差についてはあま り議論 されてこなかった｡従って､｢昭和 59年 3月の答申｣や ｢平 成

1且年 6月の水道基本問題検討会報告｣における料金格差の是正についての言及は､市町村 間 の

格差に関す るものであったと推察されるが､今後は､｢市町村間の格差｣だけでなく､｢平成 の

市町村合併｣により生 じた ｢同一市町村内の地区間格差｣-の対応が求められ るO

5 判例

(1) 最 高裁平成 18年 7月 14日第二か法廷判決

水 道 料 金の格差に関 しては､注 目すべき最高裁判決がある｡ 重 要 な判例であるので少 し長 く

な る が ､｢平成 i5年 (行ツ)第 35号､同年 く行 ヒ)第 29号､給 水 条 例 無効確認等請求事件31)｣の

判 決を引用する｡

【事実】

I 本件は､避暑地 として有名な ｢清里｣を区域内に含み､多 くの別荘があ る 山 梨 県 の 旧高

根 町 (現北杜市)において､別荘の水道料金を別荘以外の水道料金に比 して高額に 定 め た 条例

の 効 力 等 が争われた事案である｡

旧 高 根 町は､昭和 63年に高根町簡易水道事業給水条例 (昭和 63年高根町条例第 8号｡以下､

｢本 件 条例｣ とい う)を制定 した当初から､同町の住民基本台帳に記録されていない別荘に係

る 給 水契約者 (以下､｢別荘給水契約者｣とい う)の基本料金を別荘以外の給水契約者の基本料

金よりも高額に設定 していたが､平成 謹0年 4月 lE工 本件条例の一部を改正する条例 (平成

10年高根町条例第 24号O以下､｢本件改正条例｣とい う)を施行 して水道料金の増額改定を行

い､その結果､水道メーターの口径が 13mmの場合を例にすると､別荘給水契約者については

1カ月の基本料金が 3000円から50榊 円に増額 されたのに対 し､別荘以外の給水契約者 に つ い

ては基本料金が 1300円から 1舶0円に増額 されたにとど渡るなど､両者の基本料金に 大 き な格

差を生ずることになった｡

別荘給水契約者であるⅩら (原告､控訴人､被上告人)は､本件改正条例による改正後の本

件条例の水道料金の定めは別荘給水契約者を不当に差別するものであると主張 し､旧高根町を

被告 として､行政事件訴訟法 3条 4項の無効等確認の訴えとして上記水道料金の定めが無効で

あることの確認を求めるとともに､本件改正条例による改正後の基本料金 と改定前の基本料金
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との差額 分 の水 道料金 の債 務 不存在確認等を求めて本訴を提起 した｡

Ⅲ 第 1審判 決 (甲府 地 判平成 13年 11月 27日)はⅩらの請求をすべて退けたが､原判決 く廉

京高利平成 14年 10月 22日)は､水道事業の供給規程に係 る条例の制定行為は抗告訴訟の対象

となる行政処分に当たるとし本件改正条例による改正後の本件条例の水道料金の定めの無効確

認を求めるⅩらの訴えを適法な訴えであるとした 吏二､本件改正条例による改定後の別荘給水契

約者に係 る基本料金の定めは憲法 摘 発 1項等に違反するものであるとして､Ⅹらの請求をほぼ

全面的に認容 した｡

原判決に対 し旧高根町が上告及び上告受理の申立てを し､その後､同町が周辺の町村 と合併

して北枕市 (Y)が成立 し､Yが同町の訴訟上の地位 を承継 した｡

iH 最高裁第 二朴法廷は､本件を上告審 として受理 した上､判旨の とお り判示 し､本件改 正

条例による改 Il三後の本件条例の水道料金の定めの無効確認請求に係 るXらの訴えを不適法な訴

えであるとして､原判決の うち同請求に関する部分を破棄 してその訴えを却 FL､原判決にお

いて認容 されたⅩらのその余の請求についてはこれを認容すべきものであるとして､Yのその

余の上告を棄却 したo

監判 旨】

王 普通地方公共団体が営む水道 事業に係 る条例所 定 の 水 道料金を改定す る条 例 細 別 定 行 為

は､(中略)抗告訴訟の対象 となる行政処分に当た ら な いo

H 普通地方公共団体の住民ではないが､そび封夏域内に事務所､事業所､家屋 敷 等 を 有 し ､

当該普通地方公共団体に対 し地方税を納付する義務を負 う者など住民に準ず る地 位 にある者に

よる公の施設の利用について､当該公の施設の性質や これ らの者 と当該普通地方公共団体との

結びつきの程度等に照 らし合理的な理由なく差別的取扱いをすることは､地方毎治法 244条 3

項 に違反するo

Ⅲ 普通地方史黄河体が営む水道事業の水道料金を定めた条例の改正により､当該普通地方

公 共 団 体 の住民基本台帳に記録 されていない別荘に榛 る給水契約者の基本料金を別荘以外の給

水 契 約 者 の 基本料金の 3.57倍を超える金額 とすることなどを内容 とする水道料金の増額改定

が 行 わ れ た 場 合において､上記の別荘に係 る給水契約者の基本料金が､当該給水に要する個別

原 価 に基 づ いて定 め られ た ものではなく､給水契約者の水道使用量に大きな格差があるにもか

かわ らず ､別 荘 以外の給水契約者 (ホテル等の大規模施設に係 る給水契約者を含む｡)の 1件 当

た りの年 間水 道料金 の 平均額 と別 荘に係 る給水契約者の 1件当た りの年間水道料金の負担額が

ほぼ 同一 水 準 にな るよ うにす ると03考 え方に基づいて定められたものであることなど判示の事

情 の 下では､上記の水道料金の改定 を した条例の うち別荘に係 る給水契約者の基本料金を改定

した部分は､地方 自治法 244粂 3項 に遠反するものとして無効である｡

Ⅲにつき補足意見があるO
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(2) 本判決の意 義

本判決は､住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用につき地方 自治法 244条 3項の

規律が及ぶことを最高裁 として初めて明らかに したものであ り､条例の制定行 為 の 処 分性や別

荘の水道料金を別荘以外の水道料金に比 して霜寒削こ定めたことの適否に関する事例 判 断 を含め

て､実務 上重要な意義を有する判決である32)0

本稿 との関係では､裁判所の判決は具体的な争訟事件に適用 されるものであ り､現在の水道

料金の格差が直ちに違法状態になるものではないが､最 高 裁 が ､ ｢住民に準ず る地位にある者｣

による公の施設の利用について､合理的な理由なく差別的取 扱 い をすることは､地方 自治法 244

条 3項に違反するとした点は､｢住民ja)水道料金の格差を考える場合に重要であるo

6 水道料金の格差をどう考えるか

くり 水道料金の格差

水道料金の格差については､｢水道は､国民にとってもっとも基礎的､普遍的なサ- ビスであ

り､ どこにいても同 じ料金で供給 されるべきであるとい う要請がある｡一方で､水源の有無､

水の清濁､土地の狭錬磨などにより当然に水道料金原価には差が生 じるはずであ り､一律に平

準化 して しま うのは適当でないとい う考え方33)｣もあるO

｢水道サ- ビスは私的に消費されるもので､その対 価 は 受 益 者 負 担の原則に基づき設定 され

るべきものであ り､また､給水 コス トの高い地域ほど水 は 貴 重 な 資 源であ り効率的な利用が 求

められていることなどを考えると､ある程度の格差はや む を 得 な いが､水道普及率が 96%を超

え､ほぼ全ての国民が水道の給水を受けている今 日､水 道 料 金 が生活用水の供給 とい う同一の

サー ビスの対価であることを考えれば､格差は出来るだけ小 さい方が望ましい34)｣ と考えられ

るo

水 道料金の格差を検討するにあたっては､永道事業は地方 自治法第244条の ｢公の施設｣で

あ り､公の施設の利用関係が問題 となることか ら､｢同日---.市町村内の料金格差｣と ｢市町村間の

料金格差｣を分けて検討することとする｡

1_Il I-G]--市町村内の料金軽差

水道事業は地方自治法上の ｢公の 施設｣に位置づけられてお り､住民が公の施設を利用す る

ことについて､不当な差別的取 扱 い をしてはな らない (地方 自治法 244条) ことから､基本的

には､同一市町村内の料金については､同一料金が適用 されるべきであるO

水道の利用者は､料金について平等の取扱いを受けるべきであり､合理的な理由な しに特定

の利用者の料金を高くした り､不当に割安にした りする料金は公正妥当な料金体系を有すると

はいえない35)0
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｢不当な差別的取扱い｣に該当するか否かについては､｢個別の事例について具体的に判断せ

ざるを得ないが､性別､信条､社会的身分などにより合理的な理由もなく利用の制限をする場

合はこれに該当する36)｣ と考えられる｡

｢判例｣の事案では､原審 (東京高裁)は､料金改定後の基本料金の 3.57倍の格差は､別荘

給水契約者 に対 して不当な差別的取扱いをするもの として､憲法 14条違反 としたが37)､最高裁

は､憲法判断 を しないで地方 自治法 244粂 3項に違反するとした｡

水道料金の格差 がどの程度の格差に達すれば､｢不当な差別的取扱い｣になるかは､難 しい問

題 ではあるが､東京高裁の ｢3.57倍の格差は､不当な差別的取扱いにあたる｣とした判断や最

高裁の ｢極めて大 口の需要者を含む別荘以外の給水契約者群 と､多くは赤 口需要者である別荘

給水契約者群 との問で､1件 当た りの年間水道料金が同-水準になるよ うに基本料金を設定す

ることは､合理性を持たず不当な差別的取扱になる38)｣ とした判断などを参考に しながら､国

民 ･住民のコンセンサスを得なが ら､国及び地方 自治体は､政策的な対応をしていく必要があ

ると考える｡

同一市町村内の地区問格差については､｢昭和 59年 3月の生活環境審議会の答 申｣が示 した

ように､当面は 2倍程度の格差に収められるよ うな施策が必要 と考えるが､簡易水道の料金に

ついては､格差の太ききや歴史的経緯などか ら､早急な解決が難 しいことも考えられるO

同一市町村内の料金格差の問題は､住民の ｢公の施設｣の利用の問題であることか ら､市町

村間格差の問題 と違って､第一義的には当該市町村の問題であ り､当該市町村が解決すべき問

題であるが､当該市町村は､住民のコンセンサスを得ながら､問題の解決にあたるべきである｡

(3) 市町村間の料金格差

現行法上､水道 事業は原則 として市町村が､独立採算により事業を行 うことになってお り､

料金格差が直ちには､法律違反の問題にはならない と考えられるが､水は人が生存 していくの

に欠かす ことのできないものであ り､このような墓要なものに､住む 自治体が異なることによ

って､県内で 3,24倍 (全国の格差は 10倍を超 える) もの格差があるのほ､平等性の観点か ら

好ま しくない と考えられるO

水道料金の格差の主な要 匪 ヨは､主 として水源の位置などの事業の経営条件の差異によるもの

であ り､水道事業者の努力のみによってその是正を図ることは困難であることか ら､萱覇が財政

的な支援を行 うことにより､格差の是正を図ることが必要である39)o

水道の普及率がほぼ 相0パ-セン トに近い今 日においては､全ての国民 8住民が､格 差 が 無

くもしくはより小 さな格差でサ- ビスを受けられるのが平等性の観点か ら要請 される｡

卜Il椿 差 の 是 正

格差の是正策 としては､従来から､事業の広域化 ､ 補助金や地方交柑税などの財 政 措 置 が 唱
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えられ､また､国も広域化を指導 した り､財政措置を講 じてきたところであるが､決定的なも

のがなく格差が縮小されていないのが現状である.

水道料金の格差については､国の財政事情､個 々 の水道事業の長 い歴 史や事情などから､直

ちに格差是正が実現できないとしても､長中期 的 に検討 していく必要がある｡

7 まとめ

本稿では､新潟県内の市町村における永遠料金の格差に伴う問題点等について整理 したo

新潟県においては､｢､打JUハ市町村合併jによって､上水道料金についても､同 -市町村内L71

万で､まだ末統一U)市町村もあるL,

同一市町村内の料金格差については､最高裁判所の判決を踏まえて､合理的な理由のない格

差は是正されることが必要であるO

市町村間の料金格差については､ほぼ全ての国民が水道の給水を受けている今 日､水道料金

が生活用水の供給 とい う同-のサ-ビスの対価であることを考えれば､料金格差は小さい方が

望ましい｡

住民生活に不可欠な行政サ-ビスである水道の料金格差は､できるだけ小 さい方が望ましい

と考えられることから､国や地方 自治体は､格差が可能な限 り小さくなるような政策的対応を

するべきである｡

今後､水道料金の統一が更に進んでいることも考えられるので､引き続き､料金格差の業態

等を調査するとともに､料金の格差是正との関連で､水道事業の広域化､国の財政支援のあり

方 ､経営の合理化などについても検討 して､研究を深めていきたいと考えているO

<注>

り ｢平成の市町村合併｣に関連する法律には､次の法律があるO市町村の合併の特鰍 こ関する法律(昭和

40年 3月 29日法律第 6号､いわゆる合併旧法)は､平成 18年 3月 31日まで延長された｡市町村の合併

の特例等に関する法律(平成 16年 5月 26日法律第 59号､いわゆる合併新法)は､平成 17年 4月 1日から

施行 され､平成 22年度を最終年度 としている｡ なお､第 174国会において､市町村の合併の特例等に関

する法律の一部を改正する法律が可決 ･成立 し､内容を一部改正の上､10年間延長された(施行 巨‖ま平成

22年 4月 1日)O

2) ｢上水道｣は水道法 (昭和 32年 6月 15日法律 豆77号)上の摺語ではなく､国庫補助事業等で用いられ

る慣用語であるが､本稿においては､簡易水道 との対比等､必要な場合に ｢上水道｣の語句を使用する0

3)水道事業が ｢公の施設｣に該当することについて､学説にほぼ異論はない｡ (関根則之 『改訂地方公営

企業法逐条解説』229-230頁 (地方財務協会､改訂 9版､平成 10年)､清 田誉 ･松崎茂 ｡宝田哲男 ｢地

方公営企業｣82-83頁 (『〈地方自治総合 口座 11〉』【ぎょうせい､平成 14年7)

4)算定にあたっては､社団法人 日本水道協会によって､『水道料金算定要領』が示されている｡

5)水道法が適用 されない水道には､例えば､新潟県小規模水道条例に基づ く小規模水道(計 画 給 水 人 口30

人以上 100以下)などがある｡

6)残 りの 1.2パーセン トについては､注)の小規模水道などを利用 しているものと推察されるO
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7) 『水道統計 施設 ･業務編』(各年版) (社団法人 日本水道協会).

8)新潟県では､市町村の他 に､新潟廃港臨海水道企業団が水道事業打 っていたが､工業地帯-の給水が主

業務であることか ら､本稿の対象か ら除 くこととす る｡なお､同企業団は､平成 21年 12月 iEjに民間榊

株式会社)へ譲渡 された｡

9) 『水道料金表(平成 21年 4月 1日現在)当日 平成 21年目 社団法人 日本水道協会)o

iO)従来､同---市町村内U)住民は閲 ･の水道料金の適m を受けるのが --般的であったが､｢平成の市町村合

併｣によ り合併 した市町村が事業統合 を実施 しない ことか ら､同一 市町村内において地区別料金の存在

が顕在化 した｡ (『市町村合併に伴 う水道事業統合の手引』 撒二図法入 日本水道協会 (､再茂 16年 旦那 6

頁参照｡)

ll) 『水道料金表(平成 2川 三4月 日 ]現在ゴ‖ 平成 21年目 社団法人 日本水道協会)0

12) 『全国簡易水道統計(平成 呈9年 4月 昔日-平成 20年 3月31EH』 〈金閣簡易水道協議会)0

13) 『地方公営企業決算統計 (各年版)過 (新潟県総務管理部市町村課)0

明 『全図簡易水道統糾 平成 相年 4月 iEj-平成 20年 3月31㌢ヨ)』 (全国簡易水道協議会)0

15) 『FHj経 グU-カル』No.13農(通巻566号､平成 21年 9月 7日発行)34-36凱
晒 新潟東涯臨海水道企業団は工業地帯への給水が主業務であることか ら､2番 をこ毒に高い栃木県の大 田原

市の8,19だ‖13と欝 日pl｢吊横町の 770円を比較す ると､10.6倍の格差があるo

u)『平成 19年度合併市町村実態調査 調査結果』(新潟県総務管理部市町村課 平成20年 王月日 5頁o

IHl 吊 卜lJ.-17打

19) 『市町村合併に伴 う水道事業統合の手引』 (社団法人 日本水道協会 平成 16年 ま月)9頁｡

20) 『糸魚川 市水道 ビジ ョン(糸魚川市ガス水道局､平成 21年 3月)』lo乱
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